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廃棄物減量等推進員制度とは

一般廃棄物の減量及び適正な処
理に関し、市の施策にご協力をい
ただくため、平成６年７月に制度
がスタート。

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律

○八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関

する条例



廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第５条の８
市町村は，社会的信望があり，かつ，
一般廃棄物の適正な処理に熱意と識
見を有する者のうちから，廃棄物減
量等推進員を委嘱することができる。

第５条の８ ２項
廃棄物減量等推進員は，一般廃棄物
の減量のための市町村の施策への協
力その他の活動を行う。



市民・事業者・行政の三者
でつなぐ循環型社会

事業者

市

市民

廃棄物減量等推進員

ごみを適正に処理する責務ごみの減量に努める責務

ごみの減量・適正処理の必要な措置を講ずる責務
市民の自主的な活動を支援する責務
市民・事業者に対する意識啓発に努める責務



廃棄物減量等推進員の委嘱数

令和７年度委嘱数 ８３名

（令和６年度 ８９名）

（令和５年度 ９６名）



身分証と腕章・任期

廃棄物減量等推進員の活動の際には
身分証を携行する。

必要に応じて腕章を貸与。

任期：１年以内（再任は妨げない）

退任された場合は、身分証を破棄し
て下さい。



推進員の具体的な活動内容

①分別収集、ごみの減量を図るための地

域と市との連絡調整

②ごみの出し方の啓発、ごみ集積場所の

美化

③分別収集に関する、地域でのＰＲ及び

助言並びに実践活動

④資源リサイクル運動の促進



市ホームぺージに
「ごみ分別検索機能」追加

令和５年４月～運用開始

検索フィールドに捨てたいごみの
名称を入力

→分別方法や地区ごとのゴミの収

集日が確認可能。



ホームページ「ごみ分別検索機能」



ホームページ「ごみ分別検索機能」

検索フィールド

五十音でも検索可能

分別種類でも検索可能



ホームページ「ごみ分別検索機能」

「カーテン」の分別区分、排出
場所、出し方のポイントが表示



警告シール



ごみの集積場所の美化
ごみの分別や排出が不適切な集積場所は、
廃棄物減量等推進員が中心となって、自治
会等と協力しながら、ごみの出し方を指導。
集積場所の美化活動をお願いします。

不適切なごみ排出廃棄物減量等推進員

市

連携

自治会

連携
指導

地域の環境美化へ



八千代市一般廃棄物処理基本計画

令和３年３月策定

→令和６年度、中間見直しを実施

令和７年３月、計画を改訂

１人１日あたりのごみ総排出量の目標

→約６６５グラム（令和１０年度）

令和３年度実績値は約７７０グラム

→７年間で

約１０５グラムの減量が目標



令和１０年度における目標値

（令和７年３月改訂）

①ごみ総排出量 ５１，００８トン

②１人１日あたりのごみ総排出量６６４．６グラム

③１人１日あたりの家庭系ごみ排出量（資源物を除く）

４２１．６グラム
➃事業系ごみ排出量 ９，９０８トン

八千代市一般廃棄物処理基本計画



⑤１人１日あたりごみ焼却対象量

５２９．８グラム

⑥リサイクル率 ２２．６％

⑦最終処分量 ２，８００トン

⑧廃棄物焼却による温室効果ガス排出量

２１．４千トン－ＣＯ２

※⑧は、令和７年３月の改訂で追加された目標



ごみの排出量の推移
（H21・R元～R6）

H21
年度

～
R元
年度

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度

R6
年度

R6年度
～R5年度
（R5年度比）

家庭系ごみ排
出量（ｔ）

47,507 ～ 42,461 44,490 44,098 43,124 41,840 41,115

△ 725

ごみ総排出量
（ｔ）

57,693 ～ 56,295 56,889 57,183 56,123 54,282 53,640

△ 642

ごみ総排出量
（市民１人１
日あたり（ｇ/
人・日））

821 ～ 768 769 770 751 720 710

△ 10



ごみの排出量の推移（H21･R元～R6）



ごみの排出量の推移（R元～R6）



ごみ減量等学習会
自治会館等に職員が出向き、ごみの
減量やリサイクルについて説明



資源物集団回収

紙類・缶類・古着等を自主的に回
収している自治会等の団体に奨励
金を交付

４円／ｋｇ

令和７年６月１日現在 ８９団体

令和６年度より、申請等手続きを
簡略化し、年４回→年２回に変更



不法投棄の現場



不法投棄を見つけたら？①
市役所に連絡して下さい。職員が現
地を確認します。

電話番号

０４７－４２１－６７７０
（クリーン推進課不法投棄対策班）

（不法投棄受付専用電話）
ヤチヨシ ゴミゼロフリーダイヤル

行為者を発見したとしても、
危険なので声掛けはしないで
ください。

０１２０－８４４－５３０



不法投棄を見つけたら？②
①何が捨てられているか

②どこに捨てられているか（具体的な
住所、目印）

③いつから捨てられているか（分か
る範囲で）
④どのように、どのくらいの量が捨
てられているか

⑤通報者の名前、連絡先



主な年間行事

委嘱式及び第１回研修会（６月）

第２回研修会（11月～12月）※予
定

アンケート実施

（任期満了後の令和８年４月頃）



清掃センター見学会の様子①

令和６年度第２回研修会（11月下旬）



清掃センター見学会の様子②



ごみ減量方法の具体例

生ごみは水を良く切る。
食品を買いすぎない。
食べ残しをしない。
エコクッキングを実践する。
マイバックを持参する。
過剰な包装を断る。
使い捨て製品はなるべく使わない。
詰め替え商品を使用する。
物を大切に使う。



生ごみたい肥化容器等
購入費補助金制度

生ごみ処理器（コンポスト，EM容器等）

購入額（税抜き）の６割を補助

上限 １基につき ３，０００円

電気式処理機

購入額（税抜き）の６割を補助

上限 １基につき ２０，０００円

年々、申請者数が増加中



紙類の出し方のお願い①

〈正しい出し方〉
箱状のものはたたんで、
ひもで十字に縛って出し
てください

⚠上記の写真のように、ひもで十字に縛ら
ずに箱に入れて出すことはできません

ダンボール等は箱に入れて出さないで
ください



紙類の出し方のお願い②

紙類は種類ごとに分けて出してください

紙類（５種類）
① 新聞紙
② 雑誌類
③ ダンボール
④ 雑がみ
⑤ 紙パック

上の写真のように、ダンボール
と雑がみを混ぜて出すことはで
きません

種類ごとに再生される製品
が異なるため、分ける必要
性があります



ペットボトルは潰してから
捨てるようお願いします

通常時

繁忙期

トラックの止める場所が
ない状態…



びん・缶・ペットボトルなどに
タバコの吸い殻などの異物（ごみ）

を入れて出さないでください

異物が入っていると・・・
・資源物になりません
・収集員に危険が及ぶ恐れが
あります

①令和７年１月に市内で確認された
注射針の入ったペットボトル

②令和７年３月に市内で確認された
注射針の入った缶

収集する際にとても危険

①

②



推進員の皆様へ

廃棄物減量等推進員の皆様は、市民
の皆様と市の橋渡し役となる重要な
役割を担っています。

何かわからないことがあれば、ホー

ムページや広報誌で確認をする。

問い合わせはクリーン推進課・清掃

センターへご連絡下さい。



ご清聴ありがとうござい

ました。


